
平
成
二
十
七
年
七
月
十
四
日
提
出

質

問

第

三

二

八

号

国
内
の
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
に
関
す
る
法
整
備
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

丸

山

穂

高
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国
内
の
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
に
関
す
る
法
整
備
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
「
宇
宙
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
七
年
一
月
九
日
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
決
定
）
に
お
い
て
、
我
が
国
及
び
同
盟
国

の
安
全
保
障
上
の
利
益
を
確
保
し
つ
つ
、
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
衛
星
を
活
用
し
た
民
間
事
業
者
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
制
度
的
担
保
を
図
る
た
め
の
新
た
な
法
案
を
平
成
二
十
八
年
の
通
常
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と

し
、
ま
た
、
本
年
六
月
二
十
四
日
の
宇
宙
政
策
委
員
会
の
中
間
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
、
「
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
法
等

に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
」
を
示
し
て
い
る
。

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
に
係
る
技
術
水
準
は
年
々
向
上
し
て
お
り
、
宇
宙
安
全
保
障
の
確
保
及
び
民
生
分
野
に
お
け
る

宇
宙
利
用
の
推
進
の
二
つ
の
観
点
を
踏
ま
え
た
適
正
な
法
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。

一

リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
衛
星
を
活
用
す
る
民
間
事
業
者
（
以
下
「
民
間
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
規
制
が
必
要
な

場
面
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

特
に
我
が
国
に
対
す
る
直
接
的
な
脅
威
が
発
生
し
た
「
有
事
」
の
際
に
特
別
な
規
制
を
行
う
考
え
が
あ
る
か
。
政
府
の
見

解
を
問
う
。

三

仮
に
「
有
事
」
の
際
に
特
別
な
規
制
を
行
う
場
合
、
「
有
事
」
の
範
囲
が
安
易
に
拡
大
し
て
解
釈
さ
れ
な
い
よ
う
、
衛
星

一



リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
に
関
す
る
法
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
「
有
事
」
の
厳
密
な
定
義
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

四

民
間
事
業
者
に
対
し
て
規
制
を
行
う
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
規
制
を
行
う
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

五

民
間
事
業
者
に
対
し
て
規
制
を
行
う
場
合
、
ど
の
府
省
が
所
管
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

六

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
（
官
民
連
携
）
の
仕
組
み
を
活
用
し
、
政
府
の
下
支
え
の
も
と
で
衛
星
リ

モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
・
デ
ー
タ
に
係
る
産
業
の
市
場
展
開
を
図
っ
て
い
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
手
法
の

導
入
を
検
討
し
て
い
る
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

七

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
・
デ
ー
タ
の
買
取
り
を
政
府
が
長
期
保
証
す
る
こ
と
で
一
定
の
需

要
を
約
束
し
、
民
間
の
事
業
化
を
促
す
「
ア
ン
カ
ー
テ
ナ
ン
シ
ー
」
と
い
う
産
業
振
興
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
我
が
国

に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
産
業
振
興
策
を
検
討
し
て
い
る
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

八

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
防
衛
や
緊
急
事
態
に
際
し
デ
ー
タ
提
供
者
は
政
府
の
照
会
を
最
優
先
で
取
扱
う
こ
と
を
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
が
、
デ
ー
タ
提
供
者
は
そ
れ
に
対
す
る
報
酬
を
要
求
で
き
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、

「
有
事
」
の
際
に
民
間
事
業
者
に
対
し
て
規
制
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
規
制
措
置
実
施
期
間
に
お
い
て
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン

二



シ
ン
グ
・
デ
ー
タ
を
政
府
が
買
い
取
る
等
の
規
制
と
補
償
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
施
策
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の

見
解
を
問
う
。

九

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
外
国
籍
の
法
人
等
が
、
高
解
像
度
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
運
営
す
る
会
社
の
一
定
以

上
の
議
決
権
を
取
得
す
る
場
合
、
管
轄
官
庁
へ
の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
、
管
轄
官
庁
は
安
全
上
の
国
益
の
保
証
の
た
め
に

取
得
の
差
止
め
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
民
間
事
業
者
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
外
資
規
制
を
導
入

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

十

国
際
的
な
競
争
環
境
の
中
で
、
我
が
国
が
民
生
分
野
に
お
け
る
宇
宙
利
用
の
推
進
を
図
り
、
宇
宙
産
業
を
育
成
す
る
た
め

に
は
、
諸
外
国
の
法
制
等
の
状
況
を
踏
ま
え
た
適
正
な
水
準
の
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

三


